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令和 2年 5月 11 日からの臨時休業期間の延長について（お知らせ） 

 

平素から本校の教育活動にご理解、ご協力いただきありがとうございます。 

さて、先に令和 2年 5月 10 日（日曜日）まで臨時休業期間の延長をお知らせしたところ

です。このたび、政府が「緊急事態宣言」の延長を行ったことを受け、幼児児童生徒の感染

予防の徹底を図るため、大阪市立の全ての幼稚園・小学校・中学校について、改めて令和 2

年 5 月 11 日（月曜日）から 5月 31 日（日曜日）まで臨時休業を延長させていただきます。 

ただし、安全面に最大限配慮を行ったうえで、臨時休業中において、登校日を設定いたし

ます。 

つきましては、保護者の皆様におかれましてもご理解賜り、これまでと同様にご家庭での

お子様の健康状態の把握（健康観察表への記入を含む）及び心身の健康と安全、安心への配

慮、感染症予防の指導等について、よろしくご理解ご協力を重ねてお願い申しあげます。 

なお、新型コロナウイルス感染症に伴う「緊急事態宣言」に係る対応については、日々状

況が変化しているため、変更が生じる場合があります。その折は、改めてお知らせいたしま

すので、よろしくお願い申しあげます。 

 

記 

 

１ 臨時休業期間の延長 

・令和 2年 5 月 11 日（月曜日）～5月 31 日（日曜日）を臨時休業とします。 

（5月 10 日までとしておりました臨時休業期間を延長します。） 

臨時休業期間中に、登校日を設定します。 

※ただし、臨時休業の期間や範囲等については、国の緊急事態宣言や大阪府域の感染状況

等により、変更する場合があります。 

 

２ 臨時休業期間中の登校園日の設定について 

  ・5 月 11 日(月曜日)～15 日(金曜日)に 1 回、5 月 18 日(月曜日)～29 日(金曜日)にお

いては、週に 2回の登校日を設定します。 

  ・感染症予防のため、基本的には、学年・学級等を分割のうえ、1教室の人数を減らし

て実施します。 

・新型コロナウイルス感染症の状況により、学校園の登校園日を急遽中止することがあ

ります。その場合、学校のホームページでお知らせしますので、定期的にご確認いた

だきますようお願いします。 

・登校日については、給食は実施しません。 

・登校日においては、お子様の心身の健康状態の確認、学習課題等の配付・回収、学習

状況の確認及び学習支援、軽い運動等を行います。 

 



・登校日には、必ずマスクを着用するようお願いします。マスクの色・柄は問いません。

なお、ご家庭でのマスクの準備においては、市販のマスクの確保が困難な場合は、手

作りマスクの作成・使用についてもご協力ください。 

・登校日には、お子様の体温等健康状態を記入した健康観察表をお子様に持たせてく

ださい。学校で健康観察表の確認をいたします。 

 

３ 家庭での日常の健康状態の把握のお願い 

・臨時休業期間中は、ご家庭で、毎朝、体温を測る等、お子様の健康状態のご確認をお願

いします。健康状態の確認に際しては「健康観察表」を使用し、ご家庭で記載いただく

とともに、4週間分は保管いただくようお願いします。また、登校日には必ずお子様に

持たせるようにしてください。 

 

４ 家庭生活における留意事項 

お子様の健康確保について努めていただくとともに、以下についてご留意いただきま

すようお願いします。 

○計画的な家庭学習や家族の一員として家事の手伝い等にとりくむことができるようお

願いします。 

○「緊急事態宣言」が延長されておりますことから、不要不急の外出を避けるとともに、

外出が必要な際も人が集まる場所や交通機関の利用をできるだけ避けるなど、感染予

防に努め、健康に十分注意してください。 

○日々のお子様の心身の状況の変化に気を配るとともに、お子様への声かけや会話を通

して、心身の健康と安全安心への配慮をお願いします。 

○スマートフォン等のインターネットが利用できる機器には有害サイトアクセス制限サ

ービス（フィルタリングサービス）を設定する等について、すでにお願いしているとこ

ろですが、スマートフォンやゲームなど、過度な使用とならないよう、家庭においてお

子様との話し合いを通じてルールづくりに努めていただきますようお願いします。 

○家庭において保護者が不在になる場合は、火気の取扱いに十分注意するとともに、確実

な施錠を行い、訪問者への対応は控えるよう注意喚起をお願いします。 

○お子様の健康保持の観点から、運動不足やストレスを解消するために行う運動の機会

を確保することも大切であると考えており、日常的な運動（ジョギング、散歩、縄跳び

など）を安全な環境の下で行っていただきますようお願いします。ただし、一度に大人

数が集まって人が密集することのないよう配慮をお願いします。 

 

５ 入学にかかるオリエンテーションの実施 

5 月 15 日(金曜日)に、新入生に対し「入学にかかるオリエンテーション」を実施しま

す（詳細は別紙参照）。 


